
『純粋理性批判』における概念 と判断

太 田 伸 一・

この論文 は,カ ン トの 「純粋理性批判」における概念 と判 断および両者の関係 につ

いて考察する ことを通 して,カ テゴ リー(純 粋悟性概念)と 判断 の形式 との関係 を明

らか にしよ うとす る ものである。

1

(1-1)

まず,概 念について考xよ う。

概 念を他 の種類の表象か ら区別 し,特 徴づけ る最 も基本的 な性格は,そ の普遍性で

あ る。す なわ ち,概 念 とは多 くの対象に妥 当し うる普遍的 な表象である。 この普遍性

とい う特徴 か ら,概 念の もう一つの特徴である間接性が出て来 る。普遍的な表象が直

接,対 象 と関わ るとは考え られ ない。あ る一 つの表象が多 くの対象に妥当 しうると考

え られ るためには,そ れ らの対象は多な るもの として表象 されねば ならない。す なわ

ち,そ れ らの対象 と直接的,個 別的 に対応する多様 な表象(直 観)が なけれぽな らな

い。概念は,そ れ らの多様な表象 を介 して,間 接 的に多 くの対象 と関わ るのである。

さて,カ ン トに よれば,こ の ように普遍的間接 的表象であ る概念 は自発性に基 づ く

表象である。 すなわち,「 概念は機能に基づ く」(A68=B93)。 そして,機 能 とは,

「kの 表象を共通 の表象 の下に秩序 づけるはた らきの統一」(A68=B93)で ある。

受容性 を通 して与え られ るのは,個 々の対象 と個 別的に対応す る表象だ けであ る。普

遍的な表象 であ る概 念は,こ れ ら 「種 々の表象を秩序 づける」 自発的なはた らきに基

づいているのであ る。 ここで重要なのは,こ のはた らきが一つであ ること(統 一)で

あ る。kの 表象を秩序 づけるはた らきが一つであ っては じめて,種kの 表象に妥当

しうる一つの概念が可能 となるのであ る。 したが って,概 念 は 「はた らきの統一」に
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基づ くのである。す なわち,は た らきの統一が概念の存在根拠 なのである。 では,は

た らきの統 一は何に よって知 られ るのであろ うか。概 念に よって知 られるのであ る。

kの 表象が 「共通の表象」す なわち概念 の下 に秩序づけ られてい ることによって,

それ らを秩序づ けるはた らきが一つである と知 られ るのである。すなわ ち,概 念はは

た らきの統一 の認識根拠 なのであ る。要す るに,概 念 とは,kの 表象 を秩序づける

はた らきの統一(機 能)の 表象なのである。

この 自発的 な,概 念の能力が悟性である。そ して,こ こで述べ られた悟性の機能は

(後述の綜合的統一の 機能 と区別 して)分 析 的統一の 機能 と呼べるであろ う。 あ る概

念,た とxば 「物体」とい う概念が妥当す るすべての対象 は,物 体である とい う点で分

析的に同一一(1)であ り,そ の概念の下 に分析的に統 一 されてい ると言}る か らである。

(1-2)

次に,判 断について考 えよ う。

判 断には,概 念 と概念 の関係を含む ものと,い くつかの判断間の関係を含む もの と

がある。た とえば,定 言判断においては,二 つの概念が主語 と述語 として結合 され て

いる。定言判断は二つ の概念の結合 関係の表象なのであ る。 さて,構 想力に よって,

ある概念か ら他の概念が連想 される とい う様な場合,こ の二つの概念は主観 の意識の

内では結合 されている。 しか し,こ れ らの概 念が判断において主語 と述語 として結合

され ることはない。判断において結合 され る二つ の概念は,単 に主観の内で結合 され

ているだけでな く,客 観 の 内でも結合 されていると考 えられね ば な らない。 す なわ

ち,二 つの概念 の対象 と対象 とが結合 されて一つ の対象になってい ると考 え られねば

な らない。定言判断は,概 念 と概念の客観的結合関係の表象 なのである。

仮言判断や選言判断は,判 断 と判断の関係 の表象である。 そして,こ の場合 も定言

判断 の場合 と同様,判 断 と判断が単に主観の内で関係づけ られ てい るだけでな く,客

観 の内で も関係づけ られている と考 えられね ばな らない。それ らの判断の対象 と対象

とが結合 されて一つの対象 になってい ると考 え られねぽな らない。仮言判断や選言判

断は,判 断 と判断 の客観的結合関係の表象 なのであ る。

さて,概 念 と判断を まとめて思惟 と呼ぶ ことがで きる。 そ して,対 象を伴わない単

なる思惟 ではな く,対 象を伴 う客観的 な思惟は 認識 と呼ぶ ことができる。 そ うす る

と,以 上の ことを まとめて,一 般に判断 とは認識間の客観 的結合関係の表象 であ る,
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と言 うことができる。

「判断表」(A70=B95)は,こ の判断の形式 を完全に示 した表 であ る。そ して,対

象 と対象 の客観的関係 に基づいて認識 と認識を結合す る機能を判 断の機能 と呼べば,

「判断表」 は,判 断の機能 の形式のすべ てを表示 しているとい うことになる。

(1-3)

概念 と判断が 以上の ように規定 されたので,次 は両者 の関係について考 えてみ よ

う。 さしあた って,概 念 と定言判断 の関係について考 えよ う。定言判断は二 つの概念

の関係 の表象 であ るが,概 念は そ こでどのよ うな はた らきを なしてい るので あろ う

か。判 断において,二 つ の概念は,主 語概念が述語概念 の下に包摂 され るとい う仕方

で結合される。 す なわち,主 語概念 と述語概 念は特殊 と普遍 とい う関係にある(2}。し

たが って,普 遍的表象たる概念の,判 断におけ るはた らきを考xる には,述 語概 念に

注 目すべ きであろ う。

「すべての物体は可分 的である」(A68=B93の 例)と い う判断を例に とろ う。 この

判断で言われているのは,「 可分性」 とい う述語概念が 「物体」 とい う主語概念のす

べ ての対象に妥 当す るとい うことであ る。 しか し,「 可分性」 とい う述 語概念は,普

遍的表象 として,他 の対象に も妥 当し うるはず であ る。 したが って,「すべての物体」

とい う主語の下 に考xら れる各対象は,「 可分性」 とい う概念が妥当 し うる他 の対象

と統一 され るとい うこ とも言われているのである。普遍的表象 たる概念が,判 断の述

語 として対象の認識 に使用 されるこ とに よって,そ の対象は,述 語概念が妥当 しうる

他の対象 と統一 されるのであ る。 このよ うに,定 言判断は諸対象 を統一す る機 能を有

す るのであ り,こ の統一 の機能の担 い手は,述 語 となる概念なのである。

そ して,概 念は,こ れ以外 の仕方で対象 と関わ ることはない。概念 は,な ん らかの

判断の述語 としてのみ対象 と関わ り,対 象 の認識に使用 され うる。た とえば 「物体」

とい う概念 は金属 に妥当 し,金 属 の認識に 使用 され うる。 この ことは,す なわち,

「金属」 とい う概念の下に含 まれ る各kの 対象 について,「 この金属は物体 である」 と

か 「この対象 は物体である」 とい う様な判 断を下 し うるとい うことなのである。 「物

体」 とい う概 念が述語づけ られないよ うな対象 には,「 物体」 とい う概念は妥 当しえ

ないのであ る。ある概念が,実 際に,あ る対象 と関わ り,そ の対象 の認識 に使用 され

ている とい うことは,そ の対 象に関 して,そ の概念を述語 とする判断が成 り立 ってい
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るとい うことである。言わば,判 断 は,概 念に よる認識のはた らきの現実態,悟 性の

分析 的統一機能の現実態 なのである。

さて,こ こまでは定言判断に限定 して,概 念 と判断 の関係について考えたのである

が,上 で述べ られた ことは,仮 言判 断や選言判断に もあては まる。定言判断が単独 で

判断 となっている場合だけでな く,他 の判断 と関係づけ られて,仮 言判断の前件 また

は後件 となっている場合,あ るいは選 言判断 の選言肢 の一つ とな っている場合に も,

そ の定言判 断は統一の機 能を有す るのであ り,し たがって,そ の定言判 断を 自らの内

に含む仮言判 断や選言判断 も統一 の機能を有す るのであ る。 それ故,す べての判断は

諸対象に分 析的統一を もた らす機能である と言 うことができる。あ るいは,概 念は直

接,対 象 と関わるのではな く,他 の個別的表象 を介 してのみ対象 と関わ りうる とい う

ことを 考慮に 入れ て言い直せば,「 すべての判断 は我kの 表象間のJの 機能であ

る。」(A69=B94)そ して,す べ ての判断が概念Yyよ る認識 のはた らきの現実態 であ

り,概 念 による認識能力たる 「悟性は一般 に判断する能 力として表象 され うる。」(A

69=B94)

(1-4)

このよ うに,概 念 は判断の述 語 としてのみ対象 の認識に使用 され,悟 性の統一機能

は判 断におけ る統一 の機能 としてのみ,実 際に対象 に適用 され うる。それ故,カ ン ト

は 「判断 におけ る統一 の機能を完全 に提示 し うるな らば,悟 性の機能はすべて見出さ

れ うる。」(A69=B94)と 言 うのである。 それでは,「判断 における統一 の機能を完全

に提示する」 とは,ど うい うことであろ うか。判断における統一の機能 は述語概 念に

よって表わ されるのであ った。 したが って,我 々が持ち うる概念をすべて見出 し列挙

できた ならば,判 断 におけるJの 機能を完全 に提示 した ことになるであろ う。 しか

し,そ のよ うな ことは不可能である。 「判断における統一の機 能を完全に提示する」

とい うこ とを,概 念 をすべて見出 し列挙す ることであると解 してはな らない。我kの

持ち うる概念をすべて見出す ことはで きない。 しか し,す べ ての対象に妥 当す る概 念

を見出す ことはできる。 「対象」 とい う概念 である。 「対象」 とい う概 念はすべての

対象 に述語づけ られ うるのであ り,あ らゆる対象 は 「対象」 とい う概念の下 に統一 さ

れるのであ る。 したが って,「 対象」 とい う概 念はすべての統一 の機能の根底 に存 し

ている と言 うことが できる。 それ故,「 対象」 とい う概念 を分析 し,対 象の対象性
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(客観 性)を 明 らかにできたな らば,判 断における統一の機能を完全 に提示で きた と

い うことになる(3}。そして,そ れに よって,ア ・プリオ リに対象 と関わ る概念すなわ

ちカテ ゴリーが発見 されるのであ り,ま た悟性の機能 もすべて見出 されるのであ る。

それ故,我kは カソ トに従 って 「対象」につ いて考えてみなければな らない。

(1-5)

なお,「 対 象」 について考える前 に,こ こで判 断におけ る統 一の機能 と判断の機能

の区別 について注意 しておかねぽな らない。悟性の統一 の機能は判 断においてのみ対

象に適用 され るのであるが,だ か らと言 って,判 断における統 一の機 能 と判断の機能

とが同 じであ るとは言}な い のである。

次の ような例を 考xて み よ う。 「すべ ての物体は 可分的で あ る」 とい う判 断 か ら

「あ る可分的 なものは物体 であ る」 とい う判断 を導 き 出す ことができる。 この二つの

判断においては主語 と述語が換位 されてお り,判 断の量 も全称 と特称 とい う風に異な

っている。 しか し,い ずれにおいて も結合 されているのは 「物体」 と 「可分性」 とい

う同L.二 つ の概念であ り,同 じ対象が考 え られている。 したが って,こ の二つの判断

は,形 式は異 なってい るが,判 断の機能 とい う点か ら見て実質的に同 じ判 断であ る。

しか し,こ の二つ の判断における統一の機 能は異な っている。判断における統一の機

能 の担い手は述語概念であった。 したが って,述 語を異にす る,こ の二つの判断は統

一 の機能 とい う点で異な った判断 なのである。

また,次 の ような例を考え よう。 「すべての物体は可分的である」 と 「すべ ての金

属 は可分的である」 とい う二 つの判断である。 この二つの判 断において,述 語概念 は

どち らも 「可分性」であ るか ら,統 一 の機能は同 じである。 しか し,「 可分性」 とい

う概念は,一 方 では 「物体」 とい う概念 と,他 方 では 「金属」 とい う概念 と結合 され

ているのだか ら,判 断 の機能 とい う点で,上 の二判断 は相異な っている。

これ らの例か ら明 らか なよ うに,判 断 における統一 の機能 と判 断の機能 とは区別 し

て考xる べ きであ る。 そ して,「 判 断表」は判断における統一の機 能の表ではな く,

判断の機能 の表である と考 えるべ きである。判断における統一 の機能は述語概念に よ

って表わ されるのに,「 判 断表」は述語概念 に注 目して判 断を区分 した ものではない

か らである。 「判断表」は判断 の機能の実質 を捨象 して,そ の形式を分類す ることに

よって得 られる表 なのである。
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それに もかかわ らず,カ ン トは 「判断におけ る統 一の機能を完全に提示 し うるな ら

ば,悟 性の 機能はすべ て 見出され うる」 と言った後,す ぐに(次 の ページA70=B

95)「 判断表」 を掲げ,こ の 「判断表」か ら 「カテゴ リー表」(A80=B106)を 導出 し

てい る。何故 このよ うな ことがで きるのであろ うか。判 断の形式の表を示す ことが何

故,統 一の機能を完全Y'提 示す ることにな るのであろ うか。何故,判 断の形式か らカ

テゴ リーを導 出す ることがで きるのであろ うか。 これが次章(II)の 課題 である。そ

して,こ の課題 を解決す るために も,我kは 「対象」について考xね ばな らない。

H

(II-1)

対象 は直観に よって与axら れ る。 そ して,我hの 感性的直観は空 間 ・時間 とい う形

式を有 してい る(「超越論的感性論」)。このことを考慮 に入れた時,「対象」は どの よ

うVy考え られ るべ きであろ うか。 カン トに従 って考xて み よ う。

対象は空 間 ・時間 とい う形式に従 って経験的に直観 され る。 したが って,対 象は空

間中に延長 を有す るもの として直観 される。す なわち,対 象 の経験的直観は空間的に

多様な表象 を含んでいる。 また,こ れ ら多様 な表象は時間中において継起的Y'表 象 さ

れ る。すなわち,対 象についての経験的直観 は時間的に も多様 な表象を含 んでいる。

このよ うに空間的時間的に多様 な表象を 自らの内)'TVL含む一つの経験的直観41が 成 り立

つ ためには,そ れ らの多様 な表象が 綜合 され,統 一 されて いなければ な らない。 で

は,そ の綜合的統一 の根拠 は何であろ うか。 また,多 様 な表象の綜合的統一に よって

成立す る経験的直観 の 「対象」 とは何 であろ うか。

経 験的直観 の多様か ら独立 なものがあって,そ れが多様 な表象の綜合的統一の根拠

であ り,綜 合 的続 一・こよって成 り立つ経験的直観 の 「対象」 である,と 考}る こ とは

できない。我kの 感性),YY`与え られ るのは空間的時間的 に多様 な表象だけであ って,こ

れを別 にしてはいかなる対象 も,対 象 の直観 も与 え られ ない。 したがって,経 験 的直

観の多様か ら独立な もの とい う様な ものは表象 されえないのであ り,表 象 されえない

ものは我 々の 「対象」ではあ りえない。 そ して,ま た,多 様 な表象の綜合的統一の根

拠で もあ りえない。

感性を通 しては多様 な表象 しか与 え られない とすれば,そ れ らの多様を綜合す るの
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は主観 の自発的なはた らきである と考 えねぽな らない。多様を 自らの内に含む一つの

経験的直観が成 り立 つには,多 様 な表象が主観の 自発的 なあ る一つのはた らき(は た

らきの統一すなわち機能)に よって綜合的V'統 一 されねばな らないのである(綜 合的

統一の機能)。 しか し,こ のよ う),rY`.主観 のはた らきを根拠 としていなが ら,経 験的直

観が 対象に つ いての 直観すなわち客観的表象である と考 え られ るのは 何故であろ う

か。

多様 な表象の綜合が無秩序で偶然的 な仕方でな され ていた とすれば,そ れに よって

成 り立つ表象は対象 を有す る客観 的な表象 とは考 え られ ないであろ う。多様を 自らの

内に含む一つの表象が対象 と関わる直観 であると考え られ るためには,多 様 な表象の

綜 合的統一が規則に従 った必然的な仕方 でなされていなければ な らない。経験的直観

の客観性 とは,そ の内に 含 まれ る多様 の綜合的統一の 規則に 従 った 必然性なのであ

る。そ して,経 験的直観の対象 とは,多 様 な表象が規則的必然的 な仕方で綜合的 に統

一 され ることに よって構成 されるものなのである。では,綜 合 的統一 の機能が規則 に

従 っていることは何 によって知 られ るであ ろ うか。 それは,綜 合 されるべ き多様 な表

象 のすべ てに,規 則 として普遍的に妥 当す る一つの表象,そ れ らの多様 を自 らの下に

含む表象が存するこ とによって知 られ る。そ して,多 様 な表象のすべてに規則 として

普遍的に妥 当す る表象 とは概念である。概念 は規則に従 った綜合的統一・の機能 の表象

なのである{5}。したがって,対 象は概 念の下 に構成 される と言 うことができる。対象

とは,そ の概念 を規則 として必然的な仕方 で多様 な表象が一つの経験的直観 の内へ と

綜合的に統一 され るものなのであ る。(「客観 とは,そ の概 念の内へ と一つの与 え られ

た直観の多様 が合一 され るものである。」(B137))

(II-2)

では,対 象を構成す る綜合的統 一の機能 の必然性は何 に基づ くのであろ うか。それ

は統覚 のJの 必然性 に基づ く。

「『我思 う』は私 のすべての表象)'YVI_伴い うるのでなけれぽ ならない。」(B131)す なわ

ち,私 のすべての表象 には根源的な 自己意識が伴い うるのでなければな らない。そ し

て,こ の根源的な 自己意識 は多様な表象 に伴 っていて もすべ て同一でなければ な らな

い。 この多様 な表象に伴 う自己意識の同一性す なわち統覚 の根源的統一は必然的 なも

のであ る。 しか し,個 々の表象が別kに 意識 され てい るだけでは,そ れ らの 自己意識
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が 同一であ るとは意識 されないであろ う。個kの 表象はすべて綜合 され統 一 され なけ

れ ばな らない。そ して,こ の綜合 のはた らきが同一 の自己意識 の下で なされ ることに

よって,個kの 表象 に伴 う自己意識 がすべて同一であると意識 されるのであ る。 した

が って,す べての表象を綜合するはた らきにおける自己意識 の同一性すなわち統覚 の

根源的綜合的統一 も必然的な ものであ る。

対象を構成する綜合的統一の機 能の必然性は この統覚 の根源的綜合的統一の必然性

を基礎Vyし ているのである。

(II-3)

我kは 「対象」につ いて考察する過程で綜合的統一 の機能を見出 した。 これ と,前

章(1)で 見た分析的統一 の機能 とは,い か なる関係 にあるのであろ うか。

分析的統一の機能に よって,kの 表象は秩序づけ られ,概 念の下 に統一 され る。

綜合 的統一 の機能に よって,多 様 な表象 は綜合 され,概 念を規則 として統一 され る。

分析 的統一の機能 と綜合的統一の機 能で異 なっているのは対象 との関わ りであ る。分

析的統一 の機能に とって,対 象はすでに与 え られた ものである。 しか し,こ の対象の

表象が空 間 ・時間 とい う形式に従 って与 え られ るとい うこ とは考慮 されない。 これに

対 して,綜 合的統一の機能 は空間 ・時間の形式V'従 って対象を構成 するのであ る0こ

の ような対象 との関係 の相違を捨象す るな らば,綜 合的統一の機能は分析的統一の機

能か ら全 く区別 されないであろ う。

空間 ・時間 とい う感性的 直観の 形式を 考慮Y'入 れて,「 対象」 の意味を 把 え直す

時,綜 合 的統一 の機能 と分析的統一の機 能が 区別 され る。そ して,対 象 を与 え られた

もの として考 える分析 的統一 の機能は,対 象を構成 する綜合的統一の機能を前提 とす

るであろ う。 ある対象があ る概念(た とえば 「物体」)の下 に分析的 に統一 され るの

は,そ の対象が 「物体」 とい う概念を規則 とす る綜合的統一 の機能に よって構成 され

てい るか らなのであ る。 しか し,ま た逆 に,あ る対象が 「物体」 とい う概念 の下 に構

成 された ものであ るとすれば,そ の対象は 「物体」 とい う概念 の下に分析的 に統一 さ

れ うるのでなければな らない。 ある対象がある概念の下 に分析的に統 一 され る とい う

のも,綜 合的に統一 され るとい うのも,同 じことなのである。 したが って,結 局 のと

ころ,分 析的統一 の機能 と綜合 的統一の機能 とは,同 じ機能であるとい うことが でき

るのである。
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(II-4)

ここで再び統一の機能 と判断の機能 の関係),YYL.ついて考 えよ う。

判 断 とは認識間の客観的結合関係 の表象であ り,判 断の機能 とは,対 象 と対象 の客

観的関係VT基 づいて,pと 認識を結合す る機能であった。た とえば,「 この物体 は

重い」 とい う判断は,判 断 の機能に よって,「 物体」 とい う概念 と 「重 さ」 とい う概

念 とが結合 され て,成 り立 っている。 しか し,こ の よ うな結合がな されるためには,

「物体」 とい う概念 の対象 と 「重 さ」 とい う概念 の対象 とが結合 されて 「重 い物体」

とい う一一つの対象 になっていると考xら れね ばな らない。 すなわ ち,「 この物体 は重

い」 とい う判断は 「重い物体」 とい う対象を前提 とす るのである。 しか るに,こ の対

象 は 「重い物体 」 とい う概念を規 則 とす る綜合的統一 の機能V'よ って構成 されるべ き

ものである。 したがって,判 断の機能 は綜合的統一 の機能を前提 とす るのであ る。

また逆 に,あ る対象が 「重い物体」 とい う概 念の下 に構成 されていた とすれば,そ

の対象に基づ いて,「 重さ」 とい う概 念 と 「物体」 とい う概念を結合 して,「 この物

体は重い」 とい う判断(あ るいは,「 ある重 いものは物体 である」 「重 くないものは

この物体ではない」等,形 式 は異 なるが実質的 に等 しい,い くつかの判断)が 下 され

うる⑥。 「重 い物体」は 「重 い」のであ り,ま た 「物体」 で もあ る。 すなわち,「重 い

物体」 についての経験的直観は 「重 さ」の直観 と 「物体性」の直観 に分析で きるので

ある。 したが って,「 重い物体」 とい う対象を構成す る綜合的統一 の機能は,「 重さ」

の直観 と 「物体性」の直観を綜合的Y'統 一す る機能であると考える こともで きるので

あ る。そして,「 重 さ」 の直観 と 「物体性」の直観 の綜合的統一が,「 この物体は重

い」 とい う判断で表わ されるのであ る。

この ようY',判 断の機能 は,そ の対象 を構成す る綜合的統一 の機能 と別 のものでは

ない。両者 は同 じ機能である と言 うことができるのである。

前章(1)で は,統 一の機能 と判断の機能 は区別すべ きであると述べ られた。対象

が構成 され るべ きものである とい うことを捨象 して,分 析的統一 の機能 と判 断の機能

の関係を考えた時,両 者の間に同一性は見出せなか ったのである。 しか し,感 性的直

観 が空 間 ・時間 とい う形式に従 っていることを考慮 に入れ ることに よって,「 対象」

の意味が把 え直 され,対 象を構成す る綜合的統一 の機能が見出され た。それ と共 に,

認識 間の 「客観的」 関係 の表象たる判断お よび判 断の機能の意味 も把 え直 されたので

ある。 そして,そ れに よって,判 断 の機能 とその対象を構成する綜合的統一の機 能の
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間に同一性が認め られ るようになったのである。

(II-5)

この よ うに判断 の機能 と綜合的統一の機能は 同じ機能なのであ るか ら,判 断の機 能

の形式は綜合 的統一の機能の形式で もあ るとい うことになる。そ して,綜 合的統一の

機能 の形式を 表わす 概念が カテゴ リーである。 しか るに 判断の機 能の形式 は 「判断

表」ですべて示 され るのであった。 したがって,「 判断表」 は綜合的統一 の機能の形

式 もすべて提示 してい るのであ り,「 カテ ゴリー表」は 「判 断表」か ら導 出され うる

のであ る。

しか し,こ こでなお考慮すべ きことがある。判断の機 能 と綜合的統一の機能 の同一

性が見出 されたのは,構 成 されるべ きもの としての対象について考}る ことによって

であ った。そ して,対 象は,そ れを構成する綜合的統一の機能 の形式に従 っていなけ

れば な らない。 カテゴ リーは客観的妥当性を有す るのである。 これに対 して,「 判断

表」は判断の対象 を捨象 して,形 式だけを分類 した表である。対象 と対象の客観的関

係 に基づいて認識 と認識を結合す るとい う判 断の機能の 「対象 と対象の客観的 関係」

とい う部分を捨象 して,「 主観 の内で認識 と認識 を結合する形式」だけに注 目してい

るのであ る。 したがって,「 判 断表」で示 されている形式は認識(概 念や判 断)に は

妥 当す るが,そ の対象 には妥 当 しないのである。 それ故,対 象が構成 されるべ きもの

である とした時,判 断 の形式は どの ように考Z..られ るのか,何 故,判 断の形式 か ら客

観的妥 当性を有するカテゴ リーが導 出され るのか,と い う問題 につ いて考}て みなけ

ればな らないのである。 そのために,改 めて 「対象」 について考察 しよ う。

(II-s)

対象が構成 され るとい うこ とは,空 間的 ・時間的に多様 な表象が概念 を規則 として

必然的な仕方 で綜合的に統一 され て,一 つの経験的直観が成立 している とい うことで

ある。 この綜合的統一が必然的 であることに よって,経 験的直観は客観 的であ り,そ

の概念は単なる思惟ではな く認識 に使用 されているのだ と考}ら れ る。 そ して,対 象

は,こ のよ うな経験的直観 と概念か ら成 る経験的認識(経 験)の 対象 としてしか考x

られないのである。 したが って,経 験的認識 を可能 にす る条件 はその対象 を可能にす

る条件で もある とい うことになる。(「経験一般 の可能性の制約 は同時に経験 の対象の
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可能性 の制約である。」(A158=B197))

それでは,経 験 的認識 の可能性の条件は何であろ うか。認識が単なる思惟ではな く

客観的な謬識である と考 え られ るのは,経 験的直観 の内に含 まれ る多様 な表象の綜合

的統一の必然性に よるのであ り,こ の必然性は統覚の根 源的綜合的統一(こ れ は客観

性の根拠 となるものであるか ら統覚 の客観的統一 とも呼ばれ る)の 必然性 に由来す る

ものであった。 したがって,認 識の可 能性 の条件は統覚 の客観的統一であ り,認 識 と

その対象 はこの条件に従 っていなければな らない。それでは,認 識が統覚 の客観的統

一 とい う条件に従 っている とい うことは どうい うことであろ うか
。統覚 の客観的統一

は私のすべ ての表象を綜合す るはた らきに伴 う統覚の統 一であった。すべての表象を

綜合す るはた らきに よって可能 とな るのは,す べての表象を 自らの内に含 む一つ の経

験的直観,一 つ の経験(経 験 の総体)で ある。 したが って,あ る認識が統覚の客観的

統一 とい う条件に従 ってい るとい うことは,そ の認識がなん らか の他の認識 と関係づ

け られて,経 験 の総体の中に位置づけ られ うる とい うことである。認識は他の認識 と

関係づけ られ うることに よって認識た りうるのであ る。

さて,認 識 と認識の客観的 関係 の表象が判断 であ った。 したが って,あ る認識が統

覚の客観的統一 とい う条件 に従 ってい るな らば,そ の認識は判断 において他の認識 と

結合 され うるのでなけれぽな らない。すなわち,「 判断は,与xら れた諸認識 を統覚

の客観的統一 にもた らす仕方 に他 な らない」(B141)の である。 それ故,判 断の形式

は認識を可能にす る条件 である と言 うことができるであろ う。そ して,認 識を可能 に

す る条件はその対象を可能にす る条件で もあるのだか ら,判 断の形式は対象に も妥 当

す るのである。 したが って,判 断 の形式か ら客観的妥 当性を有するカテゴ リーを導 出

す ることがで きるのであ る。

以上 のよ うに,感 性的直観が空 間 ・時間 とい う形式を有す ることを考慮に入れて,

対象 は構成 され るべ きものであ ると考xる ことに よって,判 断の機能 と綜合的統一の

機 能の同一性が見出され,ま た,判 断 の形式か ら客観的妥 当性を有するカテゴ リーを

導出 しうることも明 らかになったのである。 こ うして,何 故 カソ トが 「判断表」か ら

「カテ ゴリー表」を導 き出せた のか とい うことも理解 されるであろ う。
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註

(1)そ れ らの対象についての直観を分析すれば,「 物体性」 とい う同一 の徴表が得

られ るとい うことである。

② 主語概念 と述 語概念 の外延 が等 しい場合 もあるが,こ の場合 も,一 方が主語,

他方が述語 となっている以上,一 方が他方の下 に包摂 されているのであ り,特

殊 と普遍 として考 え られている と言 ってよいであろ う。

(3)統 一 の機能の形式 を完全に提示 できたことになるのであ る。そ して,こ の形式

を表わす概念がカテゴ リーである。

(4)空 間的 な多様 を含む のは外的直観だけであ るが,時 間的 な多様 はすべ ての直観

に含 まれている。

㈲ 分析的統一の機 能の場合 と同様 ここでも綜合的統一 の機能が概 念の存在根拠で

あ り,概 念が綜合 的統一 の機能の認識根拠 とな っている。

(6)こ れは 「重い 物体Jと い う様 な複合的 な概念にだけ あてはまる のではな く,

「重さ」 とい う様 な概念 にもあては まる。「対象」 とい う概念はすべての対象に

妥 当す るのだか ら,「 重 い対象」 とい う概念 と 「この対象は重い」 とい う判断

を考}れ ば よいのである。

(付記)こ の論文は,筆 者の 修士論文(「 カン トにおける範疇 と理念一 演繹 と要

請」)の試 問の際 に木 曽好能教授 か らいただいた御教示が きっかけ とな って成 った

ものであ る。

〔哲学 博士課程〕
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Begriff and 

,,Kritik der

Urteil 

reinen

in Kants 

Vernunft"

Shin-ichi OTA

   Ist die Urteilstafel der richtige Leitfaden der Entdeckung der Kategorien-

tafel ? Konnen die Kategorien von der Urteilsformen abgeleitet werden ? Die 

Urteilsform ist die Form der Funktion zu urteilen and die Kategorie ist die 

Form der Funktion der Einheit. Also setzt die Ableitung der Kategorie von der 

Urteilsform die Identitat dieser Funktionen voraus. Aber die Funktion der ana-

lytischen Einheit ist verschieden von der Funktion zu urteilen. 

   Die Betrachtung der Objektivitat lehrt die Funktion der synthetischen Ein-

heit, die der mannigfaltigen Vorstellungen in einer empirischen Anschauung die 

notwendige Einheit gibt and das Objekt der Erkenntnis konstruiert. Die Funk-

tion der synthetischen Einheit and die der analytischen sind verschieden nicht 

im wesentlichen, sondern nur im Beziehung zum Objekt ; die eine konstruiert 

das Objekt, and die andere setzt das voraus. Die Funktion zu urteilen ist iden-
tisch mit der der synthetischen Einheit, die das Objekt des Urteils konstruiert. 

Also kann die Kategorie als die Form der Funktion der synthetischen Einheit 

von der Urteilsform abgeleitet werden. 

   Die Betrachtung der Objektivitat lehrt auch die objektive Giiltigkeit der 

Kategorien. Der Grund der Objektivitat ist die Notwendigkeit der objektiven 

Einheit der Apperzeption, and ein Urteil ist ,,die Art, gegebene Erkenntnisse 
zur objektiven Einheit der Apperzeption zu bringen." (B141) Also sind die 

Urteilsformen die Bedingungen der Moglichkeit der Erkenntnisse and ihrer Ob-

jekte. Folglich haben die Kategorien die objektive Giiltigkeit. 
   In dieser Weise leitet Kant die Kategorientafel von der Urteilstafel ab, and 

beweist objektive Gultigkeit der Kategorien.
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